
 

 
 

              資料 №２ 

 

連絡事項について 

二戸地区広域行政事務組合 

事務局 介護保険推進室 

 

１ 介護支援専門員資格取得等助成事業補助金について 

 ① 趣旨 

二戸地区広域行政事務組合構成市町村（二戸市、一戸町、軽米町、九戸村）内の介護

サービス事業所における介護支援専門員の確保及び職場への定着を促進し、安定的な介

護サービス等の提供体制の確保及び質の向上を図るため、介護支援専門員の資格取得等

に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。 

 ② 内容 

事業区分 補助対象者 交付額 

補助対象経費 

（ ）内は令和４年度

の金額 

介護支援専

門員実務研

修受講試験

受験助成事

業 

令和４年度の介護支援専門員実務研修受

講試験を受験した方（事業者が費用を負

担した場合は、当該事業者。以下同じ。

）で次の要件のいずれかを満たす方 

１ 構成市町村内の介護サービス事業所

で就労している方 

２ 構成市町村内に住民登録をしていて

、構成市町村内の介護サービス事業所

での就労を希望している方 

補助対象経費全額 

(複数回の交付可) 

(千円未満の端数は

切捨て｡以下同じ) 

・介護支援専門員実務

研修受講試験受験手

数料（11,300円） 

介護支援専

門員資格取

得・就労助

成事業 

令和４年度の介護支援専門員実務研修受

講試験に合格した方で次の要件を満たす

方 

１ 介護支援専門員実務研修の課程を修

了し県知事の登録を受け、介護支援専

門員証を交付された方 

２ １の課程を修了した後、構成市町村

内事業所で介護支援専門員として就労

した方又は就労予定の方 

補助対象経費全額 ・介護支援専門員実務

研修受講料 

（43,800円） 

・介護支援専門員実務

研修テキスト 

（8,800円（税込）） 

・介護支援専門員証交

付申請手数料 

（4,300円） 

介護支援専 岩手県に介護支援専門員として登録さ 同上 ・介護支援専門員再研



 

 
 

※詳細は二戸地区広域行政事務組合のホームページに掲載しております 

 

２ 新型コロナウイルス感染症について 

 二戸広域管内にてサービス提供を行っている事業所において、利用者や職員で新型コロナ

ウイルス感染症の感染確認がされた場合、速やかに電話にて当組合へ一報いただきますよう

お願いいたします。第一報の詳細については、令和４年１月 28 日付けの別紙文書にて各事

業所へ通知しておりますので、そちらをご確認ください。 

 また、上記による報告後、事故報告書についても併せて提出いただきますようお願いいた

します。（参考として記入例を添付していますのでご確認ください） 

 

３ 事業所等メールアドレスの追加・変更について 

 当組合からの連絡事項について、迅速に通知する観点から事業所や事業者（開設者）の

メールアドレスへ送付しています。今後、送付先アドレスの追加や変更がある際は介護保険

推進室（kaigo@cassiopeia.or.jp）宛にメールで連絡願います。 

また、アドレスは事業所の全員が内容を確認できるものを推奨していますが、個人のアド

レスを使用する際は、人事異動等で変更がある場合の対応に注意願います。 

 なお、期限付きの照会等もありますので、事業所においてはこまめにメールの確認をお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

門員再研修

受講・就労

助成事業 

れている方で次の要件を満たす方 

１ 令和４年度において介護支援専門員

証の交付を受けるための再研修を修了

し、介護支援専門員証の交付を受けた

方 

２ 介護支援専門員証の交付を受けた後

、構成市町村内事業所において、介護

支援専門員として就労した方又は就労

予定の方 

修受講料 

（34,900円） 

・介護支援専門員実務

研修テキスト 

（8,800円（税込み）） 

・介護支援専門員証交

付申請手数料 

（4,300円） 



 

 
 

別紙  

二 広 介 第 238 号  

令和４年１月 28 日  

 

各高齢者福祉施設管理者 様  

各介護サービス事業所管理者 様  

 

                        二戸地区広域行政事務組合  

                            介護保険推進室長  

 

   高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症感染確認時の  

報告について  

 平素は、二戸地区広域行政事務組合の介護保険運営につきまして、格別なる御支援と御協

力を賜り感謝申し上げます。 

 さて、標記について、二戸広域管内においてサービス提供を行っている高齢者福祉施設及

び介護サービス事業所（以下「高齢者福祉施設等」という。）の利用者や職員で、新型コロ

ナウイルス感染症の感染確認がされた際には当組合へ報告いただくようお願いしているとこ

ろです。 

 現在、オミクロン株が猛威を振るい、さらなる感染拡大が想定されることから、改めて感

染が確認された際の速やかな報告をお願いするとともに、高齢者福祉施設等におかれまして

は感染拡大防止の徹底をお願いします。 

記 

１ 報告を要する条件 高齢者福祉施設等の利用者または職員の新型コロナウイルス感染症感染

が確認された場合 

２ 報告先      下記の電話番号へ報告 

３ 報告内容     感染確認日時、感染者数（利用者、職員別）、施設休業の有無、立ち入

り制限の期間（訪問調査制限の期間） 

４ その他      感染が確認された場合、まずは速やかに第一報をお願いします。 

 【担当】〒028-6102 

 二戸市下斗米字細越 20-1 

 二戸地区広域行政事務組合 

 介護保険推進室 主事 菅原 

TEL：0195-23-7772 

e-mail：kaigo@cassiopeia.or.jp 


